
静岡県告示第408号

漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定に基づき、天竜川漁業協同組合（内共第21号）第五

種共同漁業権遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の規定に基づき次のとおり変更内容を告示する。

令和７年５月23日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

１ 漁業権者の名称及び所在地

天竜川漁業協同組合 浜松市天竜区米沢273－1

２ 漁業権の免許番号

内共第21号

３ 変更の内容

別表のとおり

４ 遊漁規則施行の日

令和７年６月15日



別表

改正前 改正後

（漁具・漁法の制限）

第３条 次の表のア欄に掲げる遊漁は、それぞれイ欄の遊漁の方法によ

り、ウ欄の規模の範囲内において、エ欄の区域内及びオ欄の期間中で

なければこれを行ってはならない。本流と支流の境界線は、各支流最

下流の橋又は鉄橋の下流端とする。

（漁具・漁法の制限）

第３条 次の表のア欄に掲げる遊漁は、それぞれイ欄の遊漁の方法によ

り、ウ欄の規模の範囲内において、エ欄の区域内及びオ欄の期間中で

なければこれを行ってはならない。本流と支流の境界線は、各支流最

下流の橋又は鉄橋の下流端とする。

ア.漁業

の名称

イ.漁業の

方法

ウ.統数又は規

模

エ.区域 オ.期間

（略）

う ぐ い

漁業

餌釣

和式毛針釣

(通称テンカラ)

ルアー釣

フライ釣

釣針は２本以内

釣針は１本

ルアーは１個

フライは２個以内

西川・小芋川

・横山川・二

俣川・百古里

川を除く全区

域

１月１

日から

12月31

日まで

西川・小芋川

・横山川・二

俣川・百古里

川

３月１

日から

10月31

日まで

あ ま ご

漁業

餌釣

和式毛針釣

(通称テンカラ)

ルアー釣

フライ釣

釣針は２本以内

釣針は１本

ルアーは１個

フライは２個以内

全区域 ３月１

日から

10月31

日まで

（略）

に じ ま 和式毛針釣 針は１本以内と 船明ダム上流 ３ 月 １

ア.漁業

の名称

イ.漁業の

方法

ウ.統数又は規

模

エ.区域 オ.期間

（略）

う ぐ い

漁業

餌釣

和式毛針釣

(通称テンカラ)

ルアー釣

フライ釣

釣針は２本以内

釣針は２本以内

ルアーは１個

フライは２個以内

西川・小芋川

・横山川・二

俣川・百古里

川を除く全区

域

１月１

日から

12月31

日まで

西川・小芋川

・横山川・二

俣川・百古里

川

３月１

日から

10月31

日まで

あ ま ご

漁業

餌釣

和式毛針釣

(通称テンカラ)

ルアー釣

フライ釣

釣針は２本以内

釣針は２本以内

ルアーは１個

フライは２個以内

全区域 ３月１

日から

10月31

日まで

（略）

に じ ま 和式毛針釣 針は１本以内と 全域の本流区 １ 月 １



附 則

この規則は、令和７年６月15日から施行する。

（遊漁料の額,及び納付の方法）

第６条 第２条の規定により、組合ホームページに公示している場所又

は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付するときの遊漁料

は次表のとおりとする。ただし、遊漁をする場所において漁場監視員

に納付するときの遊漁料は次表の１日遊漁料（日券）に1,000円を附

加して得た額とする。

（遊漁料の額,及び納付の方法）

第６条 第２条の規定により、組合ホームページに公示している場所又

は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付するときの遊漁料

は次表のとおりとする。ただし、遊漁をする場所において漁場監視員

に納付するときの遊漁料は次表の１日遊漁料（日券）に1,000円を附

加して得た額とする。

す漁業 (通称テン

カラ)

し他の漁法と重

複しないこと

釣針は１本

の本流区域 日から

10月 31

日まで

船明ダム下流

の本流区域

１ 月 １

日から

12月 31

日まで

（略）

魚種 漁具・漁法 区域 期間 遊漁料

１日 １年

（略）

に じ

ます

ルアー釣・

フライ釣

船明ダムから

秋葉ダムまで

の本流（ルア

ー・フライ専

用区)

11月１

日から

翌年２

月末日

まで

1,000円 4,000円

す漁業 (通称テン

カラ)

し他の漁法と重

複しないこと

釣針は２本以内

域 日から

12月 31

日まで

（略）

魚種 漁具・漁法 区域 期間 遊漁料

１日 １年

（略）

に じ

ます

ルアー釣・

フライ釣

和式毛針釣

(通称テン

カラ)

船明ダムから

秋葉ダムまで

の本流（ルア

ー・フライ・テ

ンカラ専用区)

11月１

日から

翌年２

月末日

まで

2,000円 6,000円


